
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
六
十
二
号

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

一

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
医
療
費
支
給
認
定
（
児
童
福

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療

費
支
給
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
（
法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
費
用
が
高
額
な
治
療
を
長
期
間
に
わ
た
り

継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特

定
疾
病
児
童
等
（
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ

っ
て
、
同
一
の
月
に
受
け
た
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
五
万
円
を
超
え
た
月
数
が
、
当
該
医
療
費
支
給
認
定
の
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
に
既
に
六
月
以
上
あ
る
も
の
と
す
る
。

二

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
（
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に



規
定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
を
い
う
。
）
に
よ
る
身
体
の
状
況
又
は
当
該
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
係
る
治
療
の
内

容
に
照
ら
し
て
療
養
に
係
る
負
担
が
特
に
重
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

イ

医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
位
等
の
い
ず

れ
か
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
症
状
の
状
態
の
う
ち
、
一
つ
以
上
が
お
お
む
ね
六
か
月
以
上
継
続
す
る

（
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
起
因
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
認
め
ら
れ
る
も
の

対
象
部
位
等

症
状
の
状
態

眼

眼
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の
（
両
眼
の
視
力
の
和
が
〇
・
〇
四
以
下
の
も

の
）

聴
器

聴
覚
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の
（
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
百
デ
シ
ベ
ル
以
上

の
も
の
）

上
肢

両
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の
（
両
上
肢
の
用
を
全
く
廃
し
た
も
の
）

両
上
肢
の
全
て
の
指
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の
（
両
上
肢
の
全
て
の
指
を

基
部
か
ら
欠
い
て
い
る
も
の
又
は
両
上
肢
の
全
て
の
指
の
機
能
を
全
く
廃
し
た
も
の
）

一
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の
（
一
上
肢
を
上
腕
の
二
分
の
一
以
上
で

欠
く
も
の
又
は
一
上
肢
の
用
を
全
く
廃
し
た
も
の
）



下
肢

両
下
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
す
る
も
の
（
両
下
肢
の
用
を
全
く
廃
し
た
も
の
）

両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
欠
く
も
の

体
幹
・
脊
柱

一
歳
以
上
の
児
童
に
お
い
て
、
体
幹
の
機
能
に
座
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
又

は
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
の
障
害
を
有
す
る
も
の
（
一
歳
以
上
の
児
童
に

お
い
て
、
腰
掛
け
、
正
座
、
あ
ぐ
ら
若
し
く
は
横
座
り
の
い
ず
れ
も
で
き
な
い
も
の
又

は
臥
位
若
し
く
は
座
位
か
ら
自
力
の
み
で
は
立
ち
上
が
れ
ず
、
他
人
、
柱
、
杖
そ
の
他

が

い

つ
え

の
器
物
の
介
護
若
し
く
は
補
助
に
よ
り
は
じ
め
て
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
の

障
害
を
有
す
る
も
の
）

肢
体
の
機
能

身
体
の
機
能
の
障
害
又
は
長
期
に
わ
た
る
安
静
を
必
要
と
す
る
症
状
が
、
こ
の
表
の
他

の
項
（
眼
の
項
及
び
聴
器
の
項
を
除
く
。
）
の
症
状
の
状
態
と
同
程
度
以
上
と
認
め
ら

れ
る
状
態
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
の
用
を
弁
ず
る
こ
と
を
不
能
な
ら
し
め
る
程
度
の
も

の
（
一
上
肢
及
び
一
下
肢
の
用
を
全
く
廃
し
た
も
の
又
は
四
肢
の
機
能
に
相
当
程
度
の

障
害
を
残
す
も
の
）

ロ

医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
疾
患
群
の
い
ず

れ
か
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
治
療
状
況
等
の
状
態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

疾
患
群

治
療
状
況
等
の
状
態



悪
性
新
生
物

転
移
又
は
再
発
が
あ
り
、
濃
厚
な
治
療
を
行
っ
て
い
る
も
の

慢
性
腎
疾
患

血
液
透
析
又
は
腹
膜
透
析
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｄ
（
持
続
携
帯
腹
膜
透
析
）
を
含
む
。
）
を
行
っ

て
い
る
も
の

慢
性
呼
吸
器
疾
患

気
管
切
開
管
理
又
は
挿
管
を
行
っ
て
い
る
も
の

慢
性
心
疾
患

人
工
呼
吸
管
理
又
は
酸
素
療
法
を
行
っ
て
い
る
も
の

先
天
性
代
謝
異
常

知
能
指
数
が
二
十
以
下
で
あ
る
も
の
又
は
一
歳
以
上
の
児
童
に
お
い
て
寝
た
き
り
の
も

の

神
経
・
筋
疾
患

発
達
・
知
能
指
数
が
二
十
以
下
で
あ
る
も
の
又
は
一
歳
以
上
の
児
童
に
お
い
て
寝
た
き

り
の
も
の

慢
性
消
化
器
疾
患

気
管
切
開
管
理
又
は
挿
管
を
行
っ
て
い
る
も
の

染
色
体
又
は
遺
伝
子

こ
の
表
の
他
の
項
の
治
療
状
況
等
の
状
態
に
該
当
す
る
も
の

に
変
化
を
伴
う
症
候

群皮
膚
疾
患

発
達
・
知
能
指
数
が
二
十
以
下
で
あ
る
も
の
又
は
一
歳
以
上
の
児
童
に
お
い
て
寝
た
き

り
の
も
の

三

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
人
工
呼
吸
器
そ
の
他
の
生
命
の
維
持
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
装
置
を
装
着
し



て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
長
期
に
わ
た
り

継
続
し
て
常
時
生
命
維
持
管
理
装
置
を
装
着
す
る
必
要
が
あ
る
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童

等
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
動
作
が
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

四

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
七
号
ロ
の
費
用
が
著
し
く
高
額
な
治
療
を
著
し
く
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

は
、
血
友
病
又
は
こ
れ
に
類
す
る
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
と

す
る
。


